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１２月１１日（月）まで
（10日は日曜日のため）

本年最後の給与支給日の
前日まで

令和６年1月4日（木）まで
（12月末日期限は官公庁の
年末年始休暇のため）

12月中の市町村条例で
定める日まで

①　源泉所得税および特別徴収住民税の納付（令和５年11月分）

②　給与所得の年末調整

③　法人の確定申告、納付、延納の届出（令和５年１０月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税（法人事業所税）・法人住民税

④　申告期限延長承認法人の法人税確定申告
１カ月延長法人（令和５年９月期）
２カ月延長法人（令和５年８月期）
⑤　消費税・地方消費税確定申告（１カ月ごと）（10月期）
⑥　消費税・地方消費税確定申告（３カ月ごと）（１月、４月、７月、10月期）
⑦　法人の中間申告（半期・４月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税

⑧　消費税・地方消費税の中間申告納付
直前期年税額4,800万円超のとき　１カ月ごと（10月期を除く）
直前期年税額400万円超のとき　3カ月ごと（１月、４月、７月期）

⑨　固定資産税（都市計画税）の第3期分の納付

①　源泉所得税には復興特別所
得税の額を含む。

③～⑧　法人の事業年度（課税期
間）の終了日は各月末日とする。

⑤、⑥　消費税課税期間の短縮特
例は適用後２年間継続が要件で
ある。

今月の税務
日　付 項　目 備考・コメント

去
る
11
月
13
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
１
３
７
回
リ
ー
ス
会
計

専
門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

第
１
３
６
回
（
２
０
２
３
年
11
月

20
日
号
（
№
１
６
９
４
）
情
報
ダ
イ

ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き
続
き
、
企

業
会
計
基
準
公
開
草
案
73
号
「
リ
ー

ス
に
関
す
る
会
計
基
準
（
案
）」
等

に
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
へ
の
対
応

の
方
向
性
と
個
別
事
項
に
つ
い
て
、

審
議
が
行
わ
れ
た
。

開
発
に
あ
た
っ
て
の
基
本
的
な
方
針

（
貸
手
の
会
計
処
理
）

公
開
草
案
で
は
、
所
有
権
移
転
外

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
お
よ
び
所

有
権
移
転
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス

の
貸
手
に
お
け
る
基
本
と
な
る
会
計

処
理
に
つ
い
て
、
リ
ー
ス
料
受
取
時

に
売
上
高
と
売
上
原
価
を
計
上
す
る

方
法
（
以
下
、「
第
２
法
」
と
い
う
）

を
廃
止
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
た

が
、
こ
れ
に
対
し
て
、「
有
報
提
出

会
社
を
含
め
す
べ
て
の
リ
ー
ス
会
社

は
、
少
な
く
と
も
個
別
財
務
諸
表
に

お
い
て
は
リ
ー
ス
に
係
る
収
益
の
認

識
と
し
て
適
切
な
第
２
法
の
会
計
処

理
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
第

２
法
の
会
計
処
理
の
廃
止
に
対
応
す

る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
変
更
に
多
額
の

コ
ス
ト
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
」
と

の
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。

事
務
局
は
、「
第
２
法
を
採
用
し

て
い
た
企
業
に
お
い
て
は
、
会
計
処

理
に
関
す
る
一
定
の
コ
ス
ト
が
生
じ

る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
第
３
法
（
売
上
高
を
計
上
せ
ず

に
利
息
相
当
額
を
各
期
へ
配
分
す
る

方
法
）
に
変
更
す
る
こ
と
に
よ
る
コ

ス
ト
は
限
定
的
に
な
る
と
考
え
ら
れ

る
」
と
事
務
局
案
を
変
更
し
な
い
旨

の
コ
メ
ン
ト
対
応
案
を
示
し
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
「
国
際
的
な
比

較
可
能
性
に
つ
い
て
は
十
分
理
解
で

き
る
が
、
リ
ー
ス
業
界
か
ら
す
る
と

コ
ス
ト
だ
け
が
か
か
り
、
特
段
の
ベ

ネ
フ
ィ
ッ
ト
が
な
い
。
コ
ス
ト
は
限

定
的
と
い
う
回
答
が
あ
っ
た
が
、
第

２
法
か
ら
第
３
法
に
会
計
処
理
を
変

更
す
る
に
あ
た
っ
て
生
じ
る
シ
ス
テ

ム
変
更
な
ど
の
コ
ス
ト
は
相
応
に
あ

り
、
す
べ
て
の
リ
ー
ス
会
社
に
関
係

し
て
く
る
」
と
の
意
見
が
聞
か
れ
た
。

事
務
局
は
、「
コ
ス
ト
が
ま
っ
た
く

か
か
ら
な
い
と
は
思
っ
て
い
な
い
が
、

新
た
な
規
定
を
導
入
す
る
こ
と
に
比

べ
れ
ば
限
定
的
だ
と
考
え
ら
れ
る
」

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス・リ
ー
ス
の
貸
手
に

お
け
る
会
計
処
理
等
、議
論

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、リ
ー
ス
会
計
専
門
委

会　
　
計

と
し
た
。

他
の
会
計
基
準
等
と
の
関
係
（
鉱

物
、
石
油
、
天
然
ガ
ス
及
び
類
似

の
非
再
生
資
源
の
炭
鉱
又
は
使
用

の
リ
ー
ス
）

公
開
草
案
で
は
、
現
行
の
企
業
会

計
基
準
13
号
等
の
適
用
範
囲
を
基
礎

と
し
て
検
討
を
行
っ
て
い
た
こ
と
、

ま
た
、
関
係
者
か
ら
の
指
摘
が
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
、「
鉱
物
、
石
油
、

天
然
ガ
ス
及
び
類
似
の
非
再
生
資
源

の
炭
鉱
又
は
使
用
の
リ
ー
ス
」
に
つ

い
て
は
、
適
用
範
囲
か
ら
除
外
す
る

提
案
を
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、

コ
メ
ン
ト
提
出
者
か
ら
は
、
次
の
２

つ
の
い
ず
れ
か
を
要
望
す
る
と
い
う

コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。

⑴　
本
会
計
基
準
案
３
項
か
ら
「
鉱

物
、
石
油
、
天
然
ガ
ス
及
び
類
似

の
非
再
生
資
源
の
探
鉱
又
は
使
用

の
た
め
の
リ
ー
ス
」
を
除
外
す
る
。

⑵　
鉱
業
権
を
国
か
ら
賦
与
さ
れ
る

取
引
は
、
本
会
計
基
準
案
が
定
め

る
、
リ
ー
ス
に
該
当
し
な
い
旨
を

明
示
す
る
。

事
務
局
は
、
国
際
的
な
会
計
基
準

と
の
整
合
性
を
図
る
こ
と
か
ら
⑴
を

事
務
局
案
と
し
て
示
し
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
賛
意
が
聞
か
れ

た
。
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公
認
会
計
士 

市
川　

育
義

会
計・監
査・開
示

〝
来
し
方
行
く
末
〟

金
融
商
品
取
引
法
に
お
い
て
は
、

基
本
的
に
、「
有
価
証
券
」お
よ
び「
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
が
規
制
対
象
の

投
資
商
品
と
さ
れ
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、「
有
価
証
券
」
は
、

国
債
、
地
方
債
、
社
債
、
株
式
、
投

資
信
託
等
で
あ
り
、
一
般
的
に
馴
染

み
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、「
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
は
、

通
貨
・
金
利
ス
ワ
ッ
プ
取
引
、
ク
レ

ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
、
天

候
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
で
あ
り
、

一
般
的
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

①　
「
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」

「
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
は
、
金
融

派
生
商
品
と
も
称
さ
れ
て
い
る
が
、

た
と
え
ば
、
有
価
証
券
を
原
資
産
と

し
て
将
来
一
定
の
価
格
で
売
買
す
る

こ
と
を
約
す
る
取
引
（
先
物
取
引
・

先
渡
取
引
）
や
、
有
価
証
券
の
価
格・

利
率
等
や
気
象
観
測
数
値
等
を
金
融

指
標
と
し
て
、
約
定
数
値
と
将
来
の

現
実
数
値
と
の
差
に
基
づ
い
て
算
出

さ
れ
る
金
銭
の
授
受
を
約
す
る
取
引

（
通
貨
・
金
利
ス
ワ
ッ
プ
、
天
候
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
）
が
あ
る
。

「
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
は
、
有

価
証
券
の
価
格
や
金
利
の
変
動
を

ヘ
ッ
ジ
し
た
り
、
天
候
不
順
に
よ
る

収
入
減
少
を
ヘ
ッ
ジ
し
た
り
す
る
な

ど
、
企
業
の
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
に
有
効

な
手
段
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
を
単
独
で
利
用

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
た
め
、
そ

の
場
合
に
は
投
機
的
な
運
用
と
な
る

こ
と
か
ら
、
会
社
の
リ
ス
ク
管
理
方

針
等
に
準
拠
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど

う
か
、
時
価
評
価
に
よ
る
含
み
損
益

の
発
生
状
況
の
把
握
と
報
告
体
制
を

ど
の
よ
う
に
整
備
す
る
か
、
な
ど
の

検
討
が
実
務
上
、
重
要
と
な
る
。

②　
規
制
対
象
の
範
囲

「
有
価
証
券
」
に
し
て
も
「
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
取
引
」
に
し
て
も
、
こ
れ
ら

の
内
容
が
、
上
場
会
社
等
に
対
す
る

開
示
規
制
や
各
種
投
資
商
品
を
取
り

扱
う
業
者
の
行
為
規
制
等
に
直
接
影

響
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
資
本
市

場
の
環
境
変
化
に
対
応
し
て
、
投
資

商
品
の
範
囲
を
見
直
す
こ
と
は
、
今

後
の
規
制
の
実
効
性
を
左
右
す
る
重

要
な
要
素
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
、
投
資
家
保
護
の
観
点

か
ら
は
、
新
た
な
投
資
商
品
の
開
発

等
に
よ
り
、
重
要
な
投
資
商
品
が
規

制
対
象
か
ら
外
れ
て
し
ま
う
こ
と
の

な
い
よ
う
、
金
融
商
品
取
引
法
制
定

後
は
、
規
制
対
象
商
品
の
範
囲
の
拡

大
と
と
も
に
、
規
制
対
象
業
務
の
範

囲
も
拡
大
し
て
い
る
。
全
体
と
し
て

は
明
ら
か
に
規
制
強
化
の
方
向
に
あ

る
と
い
え
よ
う
。

た
だ
し
、
多
様
な
投
資
商
品
の
開

発
が
資
本
市
場
の
発
展
に
寄
与
す
る

点
が
あ
る
こ
と
も
考
慮
さ
れ
、
資
本

市
場
全
体
で
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
規

制
が
志
向
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
近
年
注
目
さ
れ
て
い
る
暗

号
資
産（
資
金
決
済
法
の
改
正（
２
０

２
０
年
５
月
施
行
）
に
よ
り
、
法
令

上
、「
仮
想
通
貨
」
は
「
暗
号
資
産
」

へ
呼
称
変
更
さ
れ
た
）
に
つ
い
て

は
、
た
と
え
ば
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー

ン
等
の
分
散
型
台
帳
技
術
を
活
用
し

た
ト
ー
ク
ン
の
発
行
に
よ
る
資
金
調

達
取
引
（
い
わ
ゆ
る
Ｉ
Ｃ
Ｏ
（Initial 

C
oin O

ffering

））
に
お
い
て
、
当

該
取
引
が
投
資
と
し
て
の
性
格
を
有

す
る
場
合
に
は
、
当
該
ト
ー
ク
ン
は

金
融
商
品
取
引
法
の
規
制
対
象
に
な

る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
暗
号
資

産
を
原
資
産
と
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
や
暗
号
資
産
の
価
格
・
利
率
等

を
金
融
指
標
と
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
も
規
制
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
金
融
商
品
取
引
法
で

は
、
規
制
対
象
と
な
る
投
資
商
品
は
、

有
価
証
券
に
と
ど
ま
ら
ず
幅
広
い
も

の
に
及
ぶ
。
次
回
か
ら
の
金
融
商
品

取
引
法
に
よ
る
規
制
内
容
の
説
明
で

は
、投
資
商
品
の
う
ち
、複
雑
な
「
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
に
つ
い
て
は
説

明
を
省
略
し
、「
有
価
証
券
」（
特
に

株
式
）
を
中
心
に
説
明
し
て
い
く
。

上
場
企
業
に
対
す
る
規
制
等
②
─
１

〜
金
融
商
品
取
引
法（
投
資
商
品
）〜

去
る
11
月
２
日
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
は
第

24
回
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
基
準
委
員

会
を
開
催
し
た
。

第
23
回
（
２
０
２
３
年
11
月
10
日

号
（
№
１
６
９
３
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ

ス
ト
）
に
引
き
続
き
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ 
Ｓ

２
号
に
相
当
す
る
日
本
基
準
の
開
発

の
審
議
が
行
わ
れ
た
。

審
議
さ
れ
た
具
体
的
な
検
討
事
項

は
主
に
次
の
と
お
り
。

ス
コ
ー
プ
２
温
室
効
果
ガ
ス
排
出

に
お
け
る
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
基
準
と

マ
ー
ケ
ッ
ト
基
準

日
本
版
Ｓ
２
基
準
に
お
い
て
、
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ 

Ｓ
２
号
の
定
め
を
取
り
入

れ
、
細
か
い
用
語
の
定
義
を
追
加
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
わ
か
り
や

す
い
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ 

Ｓ
２
号
に
お
い

て
、「
一
般
目
的
財
務
報
告
書
の
主

要
な
利
用
者
が
ス
コ
ー
プ
２
温
室
効

果
ガ
ス
排
出
を
理
解
す
る
上
で
必
要

な
契
約
証
書
を
報
告
企
業
が
有
す
る

場
合
、
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
基
準
に
よ
る

開
示
に
加
え
て
、
当
該
契
約
証
書
に

関
す
る
情
報
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
の
定
め
に
対
し
、
事
務

局
は
、「
こ
の
開
示
は
、
マ
ー
ケ
ッ

ト
基
準
に
よ
る
測
定
が
困
難
で
あ
る

た
め
に
代
替
案
と
し
て
導
入
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
、
わ
が

国
で
は
マ
ー
ケ
ッ
ト
基
準
に
よ
る
測

定
が
可
能
で
あ
る
場
合
も
想
定
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ 

Ｓ
２
号
に

追
加
す
る
日
本
基
準
独
自
の
定
め
と

し
て
「
マ
ー
ケ
ッ
ト
基
準
に
よ
り
測

定
し
た
ス
コ
ー
プ
２
温
室
効
果
ガ
ス

排
出
を
開
示
す
る
こ
と
を
も
っ
て
ロ

ケ
ー
シ
ョ
ン
基
準
に
よ
る
開
示
に
加

え
て
、
当
該
契
約
証
書
に
関
す
る
情

報
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す

る
案
を
示
し
た
。

委
員
か
ら
は
、
お
お
む
ね
賛
意
が

聞
か
れ
た
。
一
方
で
、「
契
約
証
書
に

関
す
る
情
報
の
開
示
と
あ
る
が
、
そ

の
『
情
報
』
は
ど
こ
ま
で
求
め
る
の

か
」
と
い
う
懸
念
の
声
も
聞
か
れ
た
。

事
務
局
は
「
同
じ
懸
念
は
各
所
か

ら
聞
か
れ
て
い
る
た
め
、
限
定
的
に

こ
こ
ま
で
の
記
載
を
求
め
る
と
い
っ

た
事
項
を
結
論
の
背
景
に
追
記
す
る

か
検
討
す
る
」
と
回
答
し
た
。

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
の
測
定
方
法

の
開
示

日
本
版
Ｓ
２
基
準
に
お
い
て
、
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ 

Ｓ
２
号
の
定
め
を
取
り
入
れ

日
本
版
Ｓ
１・Ｓ
２
基
準
の
開
発
、Ｇ
Ｈ

Ｇ
排
出
関
連
、検
討
進
む
─
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会　
　
計
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る
。ま

た
、
事
務
局
は
温
室
効
果
ガ
ス

排
出
の
測
定
方
法
に
つ
い
て
次
の
よ

う
な
案
を
提
示
し
た
（
傍
線
は
、
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ 
Ｓ
２
号
か
ら
変
更
し
た
部

分
）。　

⑴　
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
の
測
定
に

あ
た
り
、「
温
室
効
果
ガ
ス
プ
ロ
ト

コ
ル
の
企
業
算
定
及
び
報
告
基
準

（
２
０
０
４
年
）」（
以
下
、「
Ｇ
Ｈ

Ｇ
プ
ロ
ト
コ
ル
（
２
０
０
４
）」
と

い
う
。）
に
従
い
、
報
告
企
業
が
使

用
す
る
測
定
ア
プ
ロ
ー
チ
を
選
択

し
た
場
合
、
次
の
事
項
を
開
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
（
略
）

⑵　
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
の
測
定
に

あ
た
り
、
法
域
の
当
局
又
は
報
告

企
業
が
上
場
す
る
取
引
所
が
、
Ｇ

Ｈ
Ｇ
プ
ロ
ト
コ
ル
（
２
０
０
４
）

と
は
異
な
る
方
法
に
従
う
こ
と
を

報
告
企
業
に
要
求
し
、
か
つ
、
報

告
企
業
が
そ
の
異
な
る
方
法
に
従

い
測
定
し
た
温
室
効
果
ガ
ス
排
出

を
開
示
す
る
こ
と
を
選
択
す
る
場

合
、
次
の
事
項
を
開
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
（
略
）

⑶　
報
告
企
業
が
経
過
措
置
を
適
用

し
て
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
を
開
示

す
る
場
合
に
も
、
⑵
と
同
様
の
開

示
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑷　
ス
コ
ー
プ
１
温
室
効
果
ガ
ス
排

出
、
ス
コ
ー
プ
２
温
室
効
果
ガ
ス

排
出
及
び
ス
コ
ー
プ
３
温
室
効
果

ガ
ス
排
出
の
測
定
に
関
す
る
次
の

事
項
を
、
そ
れ
ぞ
れ
開
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

ア　
直
接
測
定

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
を
測
定
す

る
た
め
に
使
用
し
た
排
出
量
に
関

す
る
情
報
及
び
測
定
に
あ
た
っ
て

企
業
が
お
い
た
仮
定

イ　
見
積
り

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
を
測
定
す

る
た
め
に
使
用
し
た
活
動
量
及
び

排
出
係
数
に
関
す
る
情
報
並
び
に

測
定
に
あ
た
っ
て
企
業
が
お
い
た

仮
定

　
⑶
の
経
過
措
置
に
関
し
て
、
委
員

か
ら
は
「
⑵
と
同
様
の
開
示
を
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
あ
る
が
、
⑵
に

限
定
し
て
し
ま
っ
て
よ
い
の
か
」
と

い
う
意
見
が
聞
か
れ
た
。

事
務
局
は
、「
経
過
措
置
は
基
本

的
に
Ｇ
Ｈ
Ｇ
プ
ロ
ト
コ
ル
と
は
別
の

測
定
を
し
た
場
合
の
こ
と
を
想
定
し

て
い
る
た
め
、
⑴
に
つ
い
て
は
現
状
、

求
め
ら
れ
て
い
な
い
」
と
回
答
し
た
。

ま
た
、
⑷
の
測
定
に
関
す
る
開
示

の
見
積
り
に
つ
い
て
、
委
員
か
ら
は
、

「
マ
ー
ケ
ッ
ト
ベ
ー
ス
の
排
出
量
を

開
示
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
海
外

の
排
出
量
も
含
め
て
い
る
場
合
に
、

そ
の
排
出
係
数
に
つ
い
て
も
説
明
し

た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
」
と
い
う
意

見
が
聞
か
れ
た
。

事
務
局
は
「
ど
う
い
っ
た
開
示
の

し
か
た
が
適
切
な
の
か
検
討
す
る
」

と
回
答
し
た
。

ス
コ
ー
プ
３
測
定
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク

日
本
版
Ｓ
２
基
準
に
お
い
て
、
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ 

Ｓ
２
号
の
定
め
を
取
り
入
れ

る
。
概
念
の
定
義
や
説
明
部
分
が
混

在
し
重
複
し
て
い
る
部
分
に
つ
い
て

は
整
理
し
た
う
え
で
一
部
言
葉
を
置

き
換
え
、
要
求
事
項
部
分
を
Ｓ
２
基

準
本
文
に
取
り
入
れ
る
と
と
も
に
、

説
明
部
分
を
規
範
性
の
あ
る
ガ
イ
ダ

ン
ス
と
し
て
Ｓ
２
基
準
の
別
紙
に
取

り
入
れ
る
こ
と
な
ど
を
提
案
し
て
い

る
。委

員
か
ら
は
、「
直
接
測
定
や
１

次
デ
ー
タ
を
『
優
先
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
』
と
い
う
規
定
が
出
て
く
る

が
、
こ
れ
は
努
力
目
標
か
、
多
少
難

し
い
場
合
に
お
い
て
も
直
接
測
定
や

１
次
デ
ー
タ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の

か
」
と
い
っ
た
意
見
が
聞
か
れ
た
。

事
務
局
は
「
直
接
測
定
と
見
積
り

が
あ
っ
た
ら
直
接
測
定
が
優
先
さ
れ

る
、
１
次
デ
ー
タ
と
２
次
デ
ー
タ
が

あ
っ
た
ら
１
次
デ
ー
タ
が
優
先
さ
れ

る
と
い
う
趣
旨
。
何
と
比
較
し
て
優

先
す
べ
き
な
の
か
が
わ
か
る
記
載
方

法
の
ほ
う
が
理
解
し
や
す
い
の
で
あ

れ
ば
検
討
し
た
い
」
と
回
答
し
た
。

入力データの承認が電子承認の場合の監査

承認は、発生した取引が企業で処理され記録されるべ
き正当な取引であることを確保するための手続として実
施される。電子承認とは、紙への署名や押印により承認証
跡を記録する代わりに、ITアプリケーションによる承認
の入力を行い、電子データ上に承認証跡を記録すること
である。

承認行為に関する監査人にとっての基本的な留意点
は、紙の伝票への押印による承認でも電子承認でも同じ
であり、次の事項を満たす承認行為でなければ有効な内
部統制として機能しないことに留意が必要である。①承
認は適切な権限者によって行われているか、②承認は権
限者本人によって行われているか、③承認漏れはないか。

電子承認の場合は、まずシステムの設定が承認なしで
は次の処理に進めないようになっているか、承認なしでも
次の処理に進めるかを確かめる。後者の場合には事後承
認の処理がどのように運用されているかなどを確かめる。

売上高または使用量に基づくロイヤルティ　　

フランチャイズチェーンを展開している会社と加盟店と
の間ではフランチャイズ契約が締結される。会社から経営
ノウハウ、商標、指導・援助が提供され、加盟店ではロイヤ
ルティを支払うことがある。ロイヤルティは、粗利分配方
式、売上分配方式、一定金額方式等により算定される。

知的財産のライセンス供与に対して受け取る売上高ま
たは使用量に基づくロイヤルティが知的財産のライセン
スのみに関与している場合、あるいは当該ロイヤルティに
おいて知的財産のライセンスが支配的な項目である場合
には、次の①または②のいずれか遅いほうで、当該売上高
または使用量に基づくロイヤルティについて収益を認識
する。①知的財産のライセンスに関連して顧客が売上高
を計上するときまたは顧客が知的財産のライセンスを使
用するとき、②売上高または使用量に基づくロイヤルティ
についての一部または全部が配分されている履行義務が
充足（あるいは部分的に充足）されるとき。
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この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2023年
11月6日

「企業内容等の開示に関す
る留意事項について（企業
内容等開示ガイドライン）」
の改正（案）

金融庁

総額１億円以上の有価証券の募集または売出しを行う際には、有価証券届出書の
提出が必要とされている。その一方で、株式報酬として交付される株式が譲渡制
限付である場合には、有価証券届出書の提出を不要とし、臨時報告書の提出で足
りるとする特例が設けられている。本改正は、当該株式報酬について発行会社が
定める株式報酬規程等に、「取締役等の死亡その他正当な理由による退任又は退
職」、「発行会社の組織再編成等」といった事由が生じた際、当該株式の譲渡が禁止
される旨の制限を解除する旨の定めが設けられている場合でも、当該特例の譲渡
制限期間の要件を満たし、有価証券届出書の提出が不要であることを明確化する
もの。コメント期限は12月５日。
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20231106-2/20231106-2.html

―

米
国
信
用
格
付
け
と
金
融
市
場
へ
の

影
響

金　
　
融

年
末
へ
、株
価
は
イ
ン
フ
レ・金
融
政
策

次
第
の
展
開
か

証　
　
券

米
格
付
会
社
ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
・
イ

ン
ベ
ス
タ
ー
ズ
・
サ
ー
ビ
ス
は
11
月

10
日
、
米
国
の
信
用
格
付
け
見
通
し

を
従
来
の「
ス
テ
ー
ブ
ル（
安
定
的
）」

か
ら
「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
（
弱
含
み
）」
に

引
き
下
げ
た
。
下
院
議
長
の
解
任
や

議
会
の
混
乱
に
よ
る
政
府
機
関
閉
鎖

の
リ
ス
ク
も
、
格
付
け
見
通
し
を
引

き
下
げ
る
原
因
と
し
て
い
る
。 

た
だ
実
際
の
格
付
け
そ
の
も
の
は
、

最
上
位
の「
Ａ
ａ
ａ
」に
据
え
置
い
た
。

今
回
の
格
付
け
は
、
現
時
点
で
の
リ

ス
ク
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
発
行

体
の
財
務
健
全
性
、
収
益
性
、
債
務

返
済
能
力
な
ど
に
基
づ
い
て
決
定
さ

れ
る
が
、
格
付
け
の
見
通
し
は
、
将

来
そ
の
格
付
け
が
ど
の
よ
う
に
変
動

す
る
可
能
性
が
あ
る
か
を
示
し
た
も

の
で
、「
ス
テ
ー
ブ
ル
（
安
定
的
）」、

「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
（
肯
定
的
）」、「
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
（
否
定
的
）」
の
３
段
階
で
示

さ
れ
る
。別
の
格
付
け
大
手
の
フ
ィ
ッ

チ
は
、
８
月
に
実
際
の
格
付
け
自
体

を
最
上
位
の
「
Ａ
Ａ
Ａ
」
か
ら
「
Ａ

Ａ
＋
」
へ
と
１
ラ
ン
ク
引
き
下
げ
た
。

こ
の
際
の
格
下
げ
理
由
も
、
た
び
重

な
る
債
務
上
限
引
上
げ
な
ど
政
治
的

混
乱
が
理
由
に
さ
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
今
回
の
ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
の

格
付
け
見
通
し
の
引
下
げ
も
、
想
定

内
で
あ
る
う
え
に
、
最
上
位
に
据
え

置
か
れ
た
の
で
、
市
場
の
反
応
は
薄

か
っ
た
よ
う
だ
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
フ
ィ
ッ
チ
や

ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
の
格
下
げ
の
動
き
は
、

来
年
11
月
５
日
の
米
大
統
領
選
挙
ま

で
は
、
長
期
金
利
の
不
安
定
な
動
き

が
続
く
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
一

般
に
、
大
統
領
選
前
に
は
大
規
模
な

歳
出
策
が
打
ち
出
さ
れ
や
す
く
、
長

期
金
利
上
振
れ
リ
ス
ク
は
高
ま
る
の

が
常
で
あ
る
。

米
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
（
Ｆ

Ｒ
Ｂ
）
が
９
月
に
公
表
し
た
「
Ｆ
Ｏ

Ｍ
Ｃ
経
済
見
通
し
」
に
よ
れ
ば
、
こ

の
２
０
２
４
年
末
に
は
Ｆ
Ｆ
金
利
は

５
・
１
％
（
中
央
値
）
と
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
６
月
公
表
時
の
４
・
６
％

か
ら
上
方
修
正
さ
れ
て
い
る
が
、
６

月
・
９
月
公
表
時
の
２
０
２
３
年
末

の
予
想
値
５
・
６
％
か
ら
は
低
下
す

る
。
Ｇ
Ｄ
Ｐ
と
雇
用
の
改
善
予
測
か

ら
景
気
上
振
れ
を
見
込
ん
で
の
修
正

の
よ
う
だ
が
、
長
期
金
利
の
動
き
を

考
え
れ
ば
、
む
し
ろ
下
方
へ
の
再
修

正
の
可
能
性
も
高
ま
っ
て
い
る
。

11
月
も
半
ば
、
年
末
の
株
価
水
準

を
思
い
描
く
時
期
に
な
っ
て
き
た
。

年
末
を
株
高
か
、
株
安
か
、
ど
ち
ら

で
迎
え
る
か
に
よ
っ
て
新
年
の
株
価
へ

の
期
待
に
は
大
き
な
違
い
が
生
ま
れ

る
。
明
る
い
年
末
と
な
る
た
め
の
最

大
の
カ
ギ
は
、
日
米
と
も
に
12
月
中

旬
に
開
か
れ
る
両
国
中
央
銀
行
の
金

融
政
策
会
合
の
決
定
の
内
容
だ
。
米

連
邦
公
開
市
場
委
員
会
（
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ)

は
日
本
銀
行
の
金
融
政
策
決
定
会
合

よ
り
も
１
週
間
早
い
。
現
在
の
経
済
、

金
融
情
勢
の
展
開
か
ら
す
る
と
、
日

銀
が
動
く
と
す
れ
ば
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
の
決

定
以
降
に
な
る
だ
ろ
う
。

米
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
（
Ｆ
Ｒ

Ｂ
）
は
か
ね
て
か
ら
、
年
内
あ
と
１

回
の
利
上
げ
、
し
か
し
利
下
げ
は
な

い
こ
と
を
匂
わ
せ
て
き
た
。
こ
れ
は
、

Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
イ
ン
フ
レ
鎮
静
化
の
判
断

が
株
式
市
場
の
大
勢
よ
り
も
や
や
厳

し
い
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
か
ら
発
表
さ
れ

る
物
価
統
計
が
予
想
よ
り
イ
ン
フ
レ

状
況
の
改
善
を
示
す
も
の
と
な
れ
ば
、

Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
ハ
ト
派
ぶ
り
が
強
調
さ
れ

る
よ
う
な
金
融
政
策
決
定
に
な
る
可

能
性
は
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
米
株

価
は
年
末
に
向
か
っ
て
上
げ
姿
勢
を

強
め
て
い
く
。

日
銀
の
金
融
政
策
決
定
は
米
Ｆ
Ｏ

Ｍ
Ｃ
の
政
策
決
定
次
第
だ
と
考
え
る

が
、
円
安
が
１
ド
ル
＝
１
５
５
円
を

超
え
て
も
止
ま
り
そ
う
に
な
い
と
い
っ

た
様
相
を
示
せ
ば
、
日
銀
は
独
自
に

ゼ
ロ
金
利
の
解
除
、
明
確
な
利
上
げ

へ
動
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
植
田
日
銀

総
裁
は
今
年
４
月
就
任
以
来
、
２
度

に
わ
た
っ
て
実
質
上
の
利
上
げ
（
イ
ー

ル
ド
カ
ー
ブ
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
操

作
幅
の
拡
大
）
を
し
て
き
た
が
、
表

向
き
は
ゼ
ロ
金
利
政
策
を
維
持
し
て

い
る
。
そ
れ
を
名
実
と
も
に
解
除
す

る
の
で
あ
る
。

現
在
、
岸
田
内
閣
は
減
税
、
給
付

金
支
給
な
ど
の
所
得
増
加
策
を
打
ち

出
す
と
い
っ
た
焦
点
の
定
ま
ら
な
い

経
済
対
策
を
実
施
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
こ
れ
は
政
権
の
支
持
率
ア
ッ
プ

を
狙
っ
た
か
に
み
え
、
歓
迎
の
声
は

上
が
ら
ず
、
株
価
を
支
援
す
る
も
の

に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

日
米
と
も
12
月
の
金
融
政
策
決
定

待
ち
と
い
う
状
況
下
、
株
価
は
少
し

上
昇
の
勢
い
が
強
い
と
い
っ
た
推
移

が
予
想
さ
れ
る
。


